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横浜市「成人の日」を祝うつどいに関するアンケート調査業務委託について 

 

横浜市教育委員会事務局 生涯学習文化財課 

 

１ 競争入札に付する事項 

設計図書のとおり（ホームページにて掲載） 

 

２ 入札参加資格 

  次の（1）～（3）を全て満たしていること 

  (1) 横浜市契約規則（昭和39年３月横浜市規則第59号）第３条第１項に掲げる者でな

いこと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者であること。 

(2) 令和元・２年度横浜市一般競争入札有資格者名簿（物品・委託等関係）において

所 在地区分が「市内」、規模区分が「中小企業」、種目の第１位に「各種調査企

画」の登録があり、かつ、細目「市場・世論調査」に認められている者であるこ

と。 

  (3) 入札参加意向申出締切から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市指名

停止等措置要綱に基づく指名停止措置を受けていない者であること。 

 

３ 入札参加の手続 

入札に参加しようとする者は、次の(1)から(3)のとおり書類を提出しなければなりま

せん。また、入札参加資格の審査及び確認のために、書類の追加提出を求める場合があ

ります。 

(1) 提出書類 

 公募型指名競争入札参加意向申出書（別添） 

(2) 提出方法 

上記(1)の提出書類を(4)の期間に、紙にて生涯学習文化財課に直接持参または郵送

してください。 

 (3)  提出場所 

   横浜市教育委員会事務局総務部生涯学習文化財課 

住所：〒231-0016 横浜市中区真砂町２丁目１２ 関内駅前第一ビル４階 

(4)  提出期間 

令和元年８月23日（金）17時15分まで 

（受付時間は、土・日を除く毎日午前９時から正午まで及び13時から17時15分まで。） 

(5) 入札参加に係る通知 

次のいずれかの通知を、令和元年８月29日(木)までに発送いたします。 

ア 公募型指名競争入札指名通知書 

イ 公募型指名競争入札非指名通知書 

 



４ 入札参加資格の喪失 

入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次

のいずれかに該当するときは、当該入札に参加することができません。 

(1) 資格条件を満たさなくなったとき。 

(2) 提出書類に虚偽の記載をしたとき。 

 

５ 設計図書(仕様書)等に関する質問  

  入札参加者は、設計図書(仕様書)等に質問があり、回答を求める場合には、次の(1)か

ら(3)のとおり書類を提出してください。 

(1) 提出書類 

質問書（別添） 

(2) 提出方法 

上記(1)の提出書類を(4)の期間に、生涯学習文化財課に電子メールにより提出して

ください。なお、送信の際にはその旨の電話連絡をお願いします。 

(3)  提出先 

    横浜市教育委員会事務局総務部生涯学習文化財課 

メールアドレス： ky-seijinshiki@city.yokohama.jp 

電話：０４５（６７１）３２８２ 

(4) 提出期間 

令和元年８月15日(木)17時15分(必着) 

 (5) 回答 

令和元年８月21日(水)17時15分までにホームページ上に掲載します。それ以外の方

法による回答は行いません。 

(6) その他 

入札後、当該設計図書等について不知又は不明を理由として異議を申し立てること

はできません。 

 

６ 入札方法 

(1) 入札及び開札の日時・場所 

ア 日時：令和元年９月２日(月) 14 時 

イ 場所：関内駅前第一ビル２階 210 会議室（横浜市中区真砂町 2-12） 

(2) 入札日当日に「公募型指名競争入札指名通知書」の提示がない場合は、入札に参加

できません。必ず持参してください。なお、「公募型指名競争入札指名通知書」は再

交付できませんので、取扱いに注意してください。 

(3) 入札方法は、入札参加者が別紙「入札(見積)書」様式を入札時に直接投函して行い

ます。 

(4) 一回目の入札で落札しない場合、その場で二回目の入札を行いますので、「入札(見

積)書」は二枚用意してください。 

mailto:ky-seijinshiki@city.yokohama.jp


(5)  地方自治法施行令第 167 条の２第 1 項第 8 号の規定により、二回目の入札で落札者

がないときには、最低価格を提示した業者と交渉を行い、予定価格内で合意した場合

に随意契約を行うことにします。 

 

７ 契約書の作成 

(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手側と契約書を取り

交わします。 

(2) 横浜市長が契約の相手側とともに契約書に記名押印したときに、本契約書は確定し

ます。 

 

８ 契約手続等に関する問い合わせ先 

横浜市教育委員会事務局生涯学習文化財課(生涯学習係)  

電 話：０４５（６７１）３２８２ 

ＦＡＸ：０４５（２２４）５８６３ 

メールアドレス：ky-seijinshiki@city.yokohama.jp 

 


